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平成３０年３月 

熊本県後期高齢者医療広域連合 
 

１．基本的な考え方 

落札者の決定にあたっては、提案内容の評価に入札価格の評価を加算する総合評価方式を採用し、

予定価格などの制限の範囲内において入札があった者のうち、総得点の最も高い入札者を落札者とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）総合評価の方法及び落札者の決定方法 

  （２）及び（３）で評価した「技術評価点」及び「価格評価点」の合計点数（以下「評価点」と 

  いう。）が最も高い者を落札者とする。 

  「技術評価点」と「価格評価点」のバランスは、５対５とする。入札者の獲得する「評価点」 

  は、「技術評価点」と「価格評価点」の単純な和となる。 

評価点（６００点） ＝ 技術評価点（３００点） ＋ 価格評価点（３００点） 

（２）提案内容の評価 

   提案内容の評価は、別に定める「別添３ 技術提案書評価項目表」に基づき提案内容を評価し「技 

   術評価点」を与える。 

（３）入札価格の評価 

   入札価格については、後に示す計算式に基づき入札価格に対する点数（以下「価格点」という） 

  を与える。 

（４）有効数字 

  「技術評価点」及び「価格評価点」の算出にあたっては、小数点以下１桁目で四捨五入する。 

 
 

評価点 
６００点 

技術評価点 
３００点 

価格評価点 
３００点 
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（５）合計点数の最も高い者が２以上あるとき（同点のとき）の対応 

  ア．入札者それぞれの「技術評価点」、「価格評価点」が異なる場合 

   「技術評価点」が高い者を落札者とする。 

  イ．入札者それぞれの「技術評価点」、「価格評価点」が同じ場合 

   「入札金額」が低い者を落札者とする。なお、「入札金額」が同じ場合は、別途日を定め、くじ

により落札者を決定する。（くじの日時及び場所については、別途指示する。） 

 

２．入札価格の評価 

「価格評価点」の点数算出式は、次のとおりとする。 

     価格評価点 ＝ ６００×（１ － 入札価格 ×１．０８／予定価格） 

予定価格は、入札にあたっての評価のための数値であり、当広域連合にて設定する。 

  なお、入札金額が予定価格を超えている場合は、落札者としない。 

 

３．提案内容の評価 

（１）技術評価点について 

  ア．評価について 

   「技術評価点」は、提案書の内容に基づき、以下の手順で行う。 

    （ア）評価項目の大分類の設定、配点 

 次のとおり評価項目の大分類を設定し、以下のように配点を設定する。 

＜配点設定＞ 

   Ⅰ システム導入・移行  ： １４０点  

   Ⅱ 保守・運用支援    ： １００点 

   Ⅲ その他付帯作業    ：  ６０点 

    （イ）評価点の考え方 

       評価項目単位の採点は０～１０点までの１１段階で評価する。 

       Ａ．当広域連合で想定していた提案であれば「５点」（以下、基準点［※１］）とする 

       Ｂ．優れた提案は「６から１０点」の範囲で評価する 

       Ｃ．低いレベルの提案は「１から４点」の範囲で評価する 

       Ｄ．記述のないものは「０点」とする 

    （ウ）評価項目の加重点の考え方 

       評価項目の重要度に応じて、１～４までの加重点を項目ごとに設定する。 
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    （エ）技術評価点の計算 

       技術評価点の計算は以下の式で行う。 

        ・項目評価点  ＝ 評価項目の評価点 × 加重点 

        ・大分類評価点 ＝ 大分類内の項目評価点の合計 

        ・技術評価点  ＝ 大分類評価点の合計 

  イ．落札者としない場合について 

    技術評価点について 

    「技術評価点」の合計が５０％未満の場合には、落札者としない。 

    ［※１］基準点とは、本業務を遂行するために必要な水準を満たすと考える点数（当広域連合 

        が本業務遂行に必要と要求する水準） 

 

以上 

 


